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ジュニアアスリート世界挑戦事業に係る仕様書

１ 事業名称

ジュニアアスリート世界挑戦事業

２ 実施期間

  本事業の実施期間は、協定締結の日から令和９年３月３１日までとする。

３ 事業の目的

海外の総合スポーツ教育機関（代理店含む、「以下、連携機関」）（注）からコーチを招聘し、大分

スポーツ公園でスポーツ教室を開催するとともに、その参加者から短期スポーツキャンプへ派遣す

るジュニアアスリートを選出することで、大分のこどもたちが世界に挑戦できる機会を提供するこ

とを目的とし本事業を実施するものである。

（注）連携機関とは、スポーツ技術向上と学業の両立を支援する学校であるとともに、短期スポー

ツキャンプなどを通じて全世界から児童を受け入れることで、国際レベルでの競技実績を有

するアスリートを多数輩出している教育機関

４ 事業内容

本事業のスポーツ教室とは、連携機関からコーチを招聘し、４（２）のとおり、複数種目のス

ポーツ教室を実施するとともに、その参加者から短期スポーツキャンプへ派遣するジュニアアス

リートを選出することである。

（１）スポーツ教室について

※決定後、連携機関との協議により最終決定とする。

ア 日  程

令和 9年 3月 20 日（土）、21 日（日）

イ 開催場所

大分スポーツ公園（〒870-0126 大分県大分市横尾 1351）

ウ 開催時間

    9 時～18 時

エ 競技種目

4 種目以上、最大 6種目

オ  募集人数
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   1,000 人程度（最大 6 種目の場合）

カ コーチ招聘人数

１種目につき 2名のコーチを招聘すること

  キ 費用負担

実行委員会は、コーチ等関係者の本県までの航空運賃、宿泊費等及び当該スポーツ教室の

企画・運営業務に必要な経費を負担し、連携機関は、コーチ等関係者の当該スポーツ教室に

係る報酬を負担するものとする。

（２） 短期スポーツキャンプへの参加者の選出

  ア 概要

スポーツ教室参加者から優秀なジュニアアスリート 10 名程度を選出し、連携機関が実施

する短期スポーツキャンプに参加させること

※決定後、連携機関との協議により最終決定とする。

  イ 費用負担

短期スポーツキャンプへ派遣する県内のジュニアアスリートの渡航費については、県がそ

の一部を支援する。

（３）事業スケジュール

事業実施スケジュールは以下のとおりとする。

なお、実行委員会と協議の上、事業実施スケジュールを変更することを可能とする。

ア 協定の締結

  連携先決定後、実行委員会と連携機関との間で協定を締結すること

イ 実行委員会への参加

   協定締結後、実行委員会に参加し、競技種目等について協議を行う会議に出席すること

ウ 競技種目及びコーチ招聘に関する調整

9 月以降、スポーツ教室の参加者の応募を開始するため、(３)イの会議を経て決定した競技

種目及びコーチ招聘に関する調整を 8 月までに連携機関内で行うこと

エ 招聘するコーチ等関係者の報告

令和9年 1月までにスポーツ教室に招聘するコーチ等関係者の氏名を実行委員会に報告する

こと
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  オ スポーツ教室の実施及び短期スポーツキャンプへの参加者の選出

実行委員会との連絡・調整を密にし、４（１）及び（２）のとおり実施すること

５ 業務の進め方

（１） 連携機関は、実行委員会の意図及び目的を十分理解したうえで、本業務を総括する責任者及び

適正な人員を配置し、実行委員会との連絡・調整を密にしつつ、効率的に業務を進めること。

（２） 適切な業務体制とスケジュールにより業務を実施することとし、業務の実施にあたっては、進

捗状況及び今後の進め方等を実行委員会に逐次報告するほか、必要に応じて実行委員会と打

合せを行うこと。

（３） 本仕様書に定めのない事項については、その都度実行委員会の指示を受けて処理すること。

（４） 連携機関は、実行委員会から業務の進捗状況を確認するために資料等を要求された場合は速

やかに提出すること。また、実行委員会からの要請に応じて、別途開催される会議等がある場

合には、必要な資料を提供するとともに、必要に応じて出席すること。

６ 秘密の遵守等

本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。実行委員会より貸与された資料などについて

は、連携機関は破損、紛失のないように取扱いに十分注意するものとする。

７ 補則

本仕様書に疑義のある場合及び定めのない事項については、実行委員会と連携機関が協議のうえ決

定するものとする。


